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第４ 租税特別措置法関係通達（連結納税編）関係 

 平成 15 年２月 28日付課法２－５ほか１課共同「租税特別措置法関係通達（連結納税編）の制定について」（法令解釈通達）のうち次の「改正

前」欄に掲げるものをそれぞれ「改正後」欄のように改める。 

 

一 第 68条の 66((交際費等の損金不算入))関係  

改         正         後 改         正         前 

（災害の場合の取引先に対する売掛債権の免除等） 

68 の 66(1)－11 連結法人が、災害を受けた得意先等の取引先（以下 68 の 66⑴

－12までにおいて「取引先」という。）に対してその復旧を支援することを目

的として災害発生後相当の期間（災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開

するための復旧過程にある期間をいう。以下 68の 66⑴－12において同じ。）

内に売掛金、未収請負金、貸付金その他これらに準ずる債権の全部又は一部を

免除した場合には、その免除したことによる損失は、交際費等に該当しないも

のとする。 

既に契約で定められたリース料、貸付利息、割賦販売に係る賦払金等で災害

発生後に授受するものの全部又は一部の免除を行うなど契約で定められた従前

の取引条件を変更する場合及び災害発生後に新たに行う取引につき従前の取引

条件を変更する場合も、同様とする。 

(注)１ 「得意先等の取引先」には、得意先、仕入先、下請工場、特約店、代理

店等のほか、商社等を通じた取引であっても価格交渉等を直接行っている

場合の商品納入先など、実質的な取引関係にあると認められる者が含まれ

る。 

 ２ 本文の取扱いは、新型インフルエンザ等特別措置法の規定の適用を受け

る同法第２条第１号に規定する新型インフルエンザ等が発生し、入国制限

又は外出自粛の要請など自己の責めに帰すことのできない事情が生じたこ

とにより、売上の減少等に伴い資金繰りが困難となった取引先に対する支
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改         正         後 改         正         前 

援として行う債権の免除又は取引条件の変更についても、同様とする。 

 

（取引先に対する災害見舞金等） 

68の 66(1)－12 連結法人が、被災前の取引関係の維持、回復を目的として災害

発生後相当の期間内にその取引先に対して行った災害見舞金の支出又は事業用

資産の供与若しくは役務の提供のために要した費用は、交際費等に該当しない

ものとする。 

(注)１ 自社の製品等を取り扱う小売業者等に対して災害により滅失又は損壊し

た商品と同種の商品を交換又は無償で補塡した場合も、同様とする。 

２ 事業用資産には、当該連結法人が製造した製品及び他の者から購入した

物品で、当該取引先の事業の用に供されるもののほか、当該取引先の福利

厚生の一環として被災した従業員等に供与されるものを含むものとする。 

３ 取引先は、その受領した災害見舞金及び事業用資産の価額に相当する金

額を益金の額に算入することに留意する。ただし、受領後直ちに福利厚生

の一環として被災した従業員等に供与する物品並びに令第 133 条に規定す

る使用可能期間が１年未満であるもの及び取得価額が 10 万円未満のもの

については、この限りでない。 

４ 本文の取扱いは、68の 66⑴－11(注)２の取引先に対する支援として行った

金銭の支出又は事業用資産の供与若しくは役務の提供のために要した費用

についても、同様とする。 

 

（下請企業の従業員等のために支出する費用） 

68の 66(1)－21 次に掲げる費用は、業務委託のために要する費用等として交際

費等に該当しないものとする。 

⑴ 連結法人の工場内、工事現場等において、下請企業の従業員等がその業務
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改         正         後 改         正         前 

の遂行に関連して災害を受けたことに伴い、その災害を受けた下請企業の従

業員等に対し自己の従業員等に準じて見舞金品を支出するために要する費用 

⑵ 連結法人の工場内、工事現場等において、無事故等の記録が達成されたこ

とに伴い、その工場内、工事現場等において経常的に業務に従事している下

請企業の従業員等に対し、自己の従業員等とおおむね同一の基準により表彰

金品を支給するために要する費用 

⑶ 連結法人が自己の業務の特定部分を継続的に請け負っている企業の従業員

等で専属的に当該業務に従事している者（例えば、検針員、集金員等）の慰

安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用を負担

する場合のその負担額 

⑷ 連結法人が自己の従業員等と同等の事情にある専属下請先の従業員等又は

その親族等の慶弔、禍福に際し、一定の基準に従って支給する金品の費用 

 (注) 本文⑴の取扱いは、68 の 66⑴－11(注)２の取引先に該当する下請企業に

対する支援として、その従業員等に対し支出する見舞金品についても、

同様とする。 
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